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第1回流域委員会での指摘事項とその対応

1

項 ⽬ 意 ⾒ 対 応

天⻯川⽔系河川整備計画
点検の進め⽅

河川整備計画点検の視点として、社会情勢の変化だけでなく
河川環境の変化や集落などの共同体の変化という視点も加え
て検討を⾏うべき。

「⾃然環境の変化」の視点も考慮して点検し
ていく。
共同体については、「⽔防災意識社会再構築
ビジョン」に含んでおり、視点の１つとして
検討していく。

整備計画は河川法に基づき、治⽔・利⽔・環境の要素で整理
されたものであり、すべての項⽬で漏れがないよう点検が必
要である。

ご指摘に留意しながら検討を進めていく。

天⻯川⽔系河川整備計画
の概要と進捗

既設ダムの利⽔容量を活⽤し洪⽔調節容量を強化する場合に
は、下流の利⽔者への影響が⽣じないよう調整を⾏うべき。

整備計画の⾒直し検討の際の視点として考慮
する。

気候変動を踏まえ、佐久間ダムの利⽔容量をどう治⽔に使う
⽅針なのか⽰されたい。

整備計画の⾒直し検討の際の視点として考慮
する。

ダムからの排砂など⼟砂を下流へ流す際には、短期的な影響
だけでなく、⻑期的な視点で影響を確認していくことも必要
である。

⻑期的な視点も考慮する。

天⻯川ダム再編事業による⽔質への影響について、評価項⽬
を⽰されたい。

排砂による天⻯川に⽣じる濁りの変化を把握
するため、本川・⽀川で⽔質調査を実施して
いる。
調査項⽬は、⽔温、ＳＳ、濁度等である。

樹⽊伐採・伐開の⽅法や位置については、樹⽊がワンドなど
の良好な環境場の構成要素となっている場合もあるため、⼗
分な検討が必要である。これまでどのように対応してきたか
⽰されたい。

⽔辺の国勢調査により⾃然環境について把握
している。
事業実施の際はアドバイザーの意⾒を踏まえ、
事業実施箇所の確認を⾏っている。

上流の⼟砂バイパス施設について、下流への影響をどの様に
把握しているのか。

美和ダムではフォローアップ委員会での審議
の中で、影響なしとの評価をいただいている。
⼩渋ダムについては、現在、モニタリング委
員会で影響を検討中である。

新型コロナウイルスの影響により公共投資にも影響が出ると
思われるが、今後、河川整備計画を進めていく上で影響があ
るのではないか。

⻑期計画のため、社会情勢の変動によって計
画推進の影響があってはならないと考えられ
るため、今後も適切に予算要求を実施してい
く。

第1回委員会にて回答
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項 ⽬ 意 ⾒ 対 応

天⻯川⽔系河川整備計画
策定後の変化

ダムへの堆砂に対し、ダム上流域で⼟砂流出を抑制するとい
う根本的な対策が必要ではないか。

整備計画の⾒直し検討の際の視点として
考慮する。

対象降⾬に対して氾濫を防ぐ計画だけでなく、計画を超える
降⾬に対しある程度氾濫を許容しても被害を最⼩限にする防
災・減災計画が必要である。

整備計画の⾒直し検討の際の視点として
考慮する。

気候変動により増⼤する外⼒に対し、治⽔計画の理念を考え
ることが必要である。整備計画ですべてを防ぐことはできな
い。

整備計画の⾒直し検討の際の視点として
考慮する。

気候変動を踏まえた今後の治⽔計画について、対象降⾬によ
る整備⽬標だけでなく、⽬標を超えた外⼒により氾濫が⽣じ
た際のリスク評価やその結果に対し減災効果の⾼い対策メ
ニューの選定について検討していく必要がある。

整備計画の⾒直し検討の際の視点として
考慮する。

治⽔や防災はハード、ソフトの両⾯から実施していくもので
はあるが、最近は住⺠、特に⾼齢者などに負荷をかけるソフ
ト対策が強調されすぎる。ソフト対策とハード対策で対応す
る範囲を検討し対策を進めることが重要である。

整備計画の⾒直し検討の際の視点として
考慮する。

最近の河川事業を取り巻
く話題（⽔供給リスクに
ついて）

取⽔ができない状況では、河川維持流量を利⽔に転⽤するこ
とも視野に⼊っているのか。 対応を検討する際に留意していきたい。

第1回流域委員会での指摘事項とその対応

第1回委員会にて回答


